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２０１２年度父母連要求アンケート                                      ２０１２年７月 

草加市保育園父母会連合会 

みなさんが日頃感じている、保育園や子育ての願いや心配、要望などを教えてください。みなさんか

らのご意見やご回答にもとづいて、父母連の今後の活動の方向性や市への要望等につなげていきます。 

このアンケートは毎年同じアンケート項目で集計し続けることによって、年度ごとの傾向や変化を把握・調

査する目的もあります。ご協力よろしくお願いいたします。 

 

１．保育料について    ※お子さんが２人以上保育園に在園されている方は、複数お答えください。 

草加市の保育料は適切だと思いますか。 

      ①とても高い    ②高い    ③適切    ④安い    ⑤とても安い 

ご回答        （現在お子さんは何歳児クラスですか？…（     ）歳児クラス）       

   ①とても高い    ②高い    ③適切    ④安い    ⑤とても安い 

ご回答        （現在お子さんは何歳児クラスですか？…（     ）歳児クラス）   

   ①とても高い    ②高い    ③適切    ④安い    ⑤とても安い 

ご回答        （現在お子さんは何歳児クラスですか？…（     ）歳児クラス）   

    

２．延長保育料の徴収について（既に０５年４月より徴収を実施） 

※延長保育を実施していない園の保護者の方もご回答ください。 

7:00～7:30、18:30～19:00の延長保育を実施している園では、延長保育を利用する児童に対し 3,000円

を上限とした保育料の 10%の延長保育料を徴収しています。このような延長保育料の徴収についてどう

思いますか。 

 ①良い   ②やめてほしいが仕方がない  ③やめて欲しい  

ご回答             

 

３．保育園の建物･施設･設備などについて 

（１）保育園の建物、施設、設備、教材、教具などについて満足していますか。 

       ①満足    ②まあ満足    ③どちらでもない    ④やや不満    ⑤とても不満 

ご回答              

 

４．保育内容について 

（１）保育内容（日常的な保育、園行事など）について満足していますか。 

       ①満足    ②まあ満足    ③どちらでもない    ④やや不満    ⑤とても不満 

ご回答              

  （２）給食（おやつなどを含む）について満足していますか。 

       ①満足    ②まあ満足    ③どちらでもない    ④やや不満    ⑤とても不満 

ご回答              

 

５．クラスの人数について  ※お子さんが２人以上保育園に在園されている方は、複数お答えください。 

（１）お子さんのクラスの人数は適正だと思いますか。 

【   才児】 ①多すぎる       ②ちょうど良い（適正である）      ③少なすぎる         

ご回答         

お子さんのクラスの人数は適正だと思いますか。 

【   才児】 ①多すぎる       ②ちょうど良い（適正である）      ③少なすぎる         

ご回答         

お子さんのクラスの人数は適正だと思いますか。 

【   才児】 ①多すぎる       ②ちょうど良い（適正である）      ③少なすぎる         

ご回答         
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（２）草加市は 09年度より「定員の弾力化（＝定員を超える入所：保育園に入れる園児数を増やすこと）」

の方針を打ち出し、多くの公立園において定員を超える園児が入園しています。2010 年の平均約

10％の定員弾力化から 2012年度は改善がみられ平均約 4％の定員弾力化が行われています（資料参

照）。あなたは、定員の弾力化についてどう思いますか？ 

   ①良い   ②やめて欲しいが仕方がない  ③やめて欲しい 

ご回答             

 

６．時間外・延長保育について 

時間外保育…月～土 7:30～8:30、16:30～18:30 

延長保育 …月～金 7:00～7:30、18:30～19:00 ※延長保育は現在 6園が未実施(たかさご、やつか、きたや、やなぎしま、   

                       やはた分園、こやま) 

（１）時間外・延長保育を現在利用していますか。 

① 利用している→ （該当する送り・迎えの時間帯の□にチェックしてください） 

   送り □7：00～7：29  □7：30～7：59   □8：00～8：29    

迎え □16:31～17：00 □17：01～17：30 □17：31～18：00 □18：01～18：30 □18：31～19：00 

② 利用していない 

③ 申請したが認められていない 

ご回答              

 （２）時間外・延長保育の時間をどう思いますか。 

      ①いまのままで良い    ②延長してほしい 

ご回答）  ① ／  ② 朝       ：        ～ ／ 夕方       ：       まで 

 

（３）現在、公立保育園を利用した後に“二重保育”として利用している保育施設などはありますか。 

   ①認可外保育園 ②ベビーホテル ③幼稚園の預かり事業 ④ファミリーサポート事業 

   ⑤その他（知人・祖父母宅等） 

ご回答）       朝       ：        ～ ／ 夜       ：       まで               

 

７．公立保育園では、2012 年度より 3 歳児クラス以上での主食提供が無償化となりました（民間認可保育

園については、公立園の主食代と同額の補助）。この主食提供の完全実施についてどうお考えですか。 

  ①満足  ②まあ満足  ③どちらでもない ④やめてほしい 

                                    ご回答        

 

８．次の事項でぜひとも実現してほしいと思うものを、３つまで選んでください。 

    ①保育料の引き下げ                           ②延長保育の時間枠拡大 

③産休明け保育の実施（現在きたうら保育園・ハッピーナーサリー・優優保育園・草加なかよし・そうか草花・けやきの森が実施） 

④０歳児保育の全園での実施           ⑤受付期間の見直し(妊娠中からの受け付け等) 

    ⑥障がい児保育の拡大                         ⑦保育園職員の増員 

    ⑧布団、ティッシュペーパーなどを公費負担に   ⑨全園への看護師の配置 

⑩病気のときに預けられる施設の拡充       ⑪時間外保育への正規職員の配置 

⑫延長保育の全園での実施               ⑬保育園の新設 

⑭その他 

ご回答                                       

 

９． その他、これまでのアンケート項目に対する自由意見や、国・県・市の保育行政、草加市保育園父母

会連合会（全ての公立園保護者は会員です）のあり方、父母連ホームページ等についてのご提案など

がありましたら教えてください 

 

 

 

 

 

 

ご協力ありがとうございました 
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※参考資料　　2012（平成24）年度　保育料表　　草加市ホームページより転載

階層
区分 0歳 1歳 2歳 3歳 4歳 5歳～

A  生活保護法による被保護世帯    0円 0円 0円 0円 0円 0円

B 
A階層とD階層を除き前年度分の市
町村民税非課税世帯  

0円 0円 0円 0円 0円 0円

C1 
A階層とD階層を除き前年度分の市
町村民税均等割の額のみ  

 6080円  6080円 6080円 4450円 4450円 4450円

C2 
A階層とD階層を除き前年度分の所
得割の額が1万円未満  

 8520円  8520円  8520円 6870円 6870円 6870円

C3 
A階層とD階層を除き前年度分の所
得割の額が1万円以上  

1万10円 1万10円 1万10円 8430円 8430円 8430円

D1 
A階層を除き前年分所得税1500円
未満  

1万2670円 1万2670円 1万2670円 9980円 9980円 9980円

D2 
A階層を除き前年分所得税1500円
以上7500円未満

1万4920円 1万4920円 1万4920円 1万2290円 1万2290円 1万2290円

D3 
A階層を除き前年分所得税7500円
以上1万5000円未満

1万7860円 1万7860円 1万7860円 1万5300円 1万5300円 1万5300円

D4 
A階層を除き前年分所得税1万
5000円以上3万円未満

2万2900円 2万2900円 2万2900円 2万260円 1万9970円 1万9970円

D5 
A階層を除き前年分所得税3万円
以上4万5000円未満

 3万170円 3万170円 3万170円 2万7450円 2万3340円 2万3340円

D6 
A階層を除き前年分所得税4万
5000円以上6万円未満

3万4350円 3万4350円 3万4350円 2万7780円 2万3340円 2万3340円

D7 
A階層を除き前年分所得税6万円
以上7万5000円未満

4万2400円 4万2400円 4万2400円 2万7780円 2万3340円 2万3340円

D8 
A階層を除き前年分所得税7万
5000円以上9万円未満

4万7550円 4万7550円 4万7550円 2万7780円 2万3340円 2万3340円

D9 
A階層を除き前年分所得税9万円
以上11万2500円未満

5万1050円 5万1050円 5万1050円 2万7780円 2万3340円 2万3340円

D10 
A階層を除き前年分所得税11万
2500円以上14万2500円未満  

5万5200円 5万5200円 5万5200円 2万7780円 2万3340円 2万3340円

D11 
A階層を除き前年分所得税14万
2500円以上17万2500円未満  

5万6900円 5万6900円 5万6900円 2万7780円 2万3340円 2万3340円

D12 
A階層を除き前年分所得税17万
2500円以上20万2500円未満  

5万7750円 5万7750円 5万7750円 2万7780円 2万3340円 2万3340円

D13 
A階層を除き前年分所得税20万
2500円以上23万2500円未満  

5万8030円 5万8030円 5万8030円 2万7780円 2万3340円 2万3340円

D14 
A階層を除き前年分所得税23万
2500円以上26万2500円未満  

5万8980円 5万8980円 5万8980円 2万7780円 2万3340円 2万3340円

D15 
A階層を除き前年分所得税26万
2500円以上31万2500円未満  

5万9920円 5万9920円 5万9920円 2万7780円 2万3340円 2万3340円

D16 
A階層を除き前年分所得税31万
2500円以上36万2500円未満  

6万600円 6万600円 6万600円 2万7780円 2万3340円 2万3340円

D17 
A階層を除き前年分所得税36万
2500円以上63万2500円未満  

6万1500円 6万1500円 6万1500円 2万7780円 2万3340円 2万3340円

D18 
A階層を除き前年分所得税63万
2500円以上90万2500円未満  

6万8750円 6万8750円 6万8750円 3万1350円 2万6160円 2万6160円

D19 
A階層を除き前年分所得税90万
2500円以上  

7万6000円 7万6000円 7万6000円 3万4920円 2万8990円 2万8990円

同一世帯から2人以上の児童が保育園に入園又は家庭保育室に入室している場合、保育料の低い順に2人目の児童は半額、3人目以降の
児童は無料に保育料が減額されます。

3. C1～D7階層に属し、寝たきり高齢者及び障害者が世帯に同居している場合、定められた保育料が半額となります。

減免特例

2. 保育園入園児の兄・姉が幼稚園や認定こども園に在園していると、保育料が減額となる場合があります。

定義
平成23年4月1日現在の年齢

 


